
 低入札該当

内 容 確 認 フ ロ ー チャ ー ト

※ 照査等報告書の提出

通 知 等

契　　約

現地踏査
設計計画

<第三者照査等の
実施計画書の作成>
契約後速やかに提出
確認項目一覧表 等

基本設計図書
（配置・平面計画）

確認①
＜基本設計の確認＞

各設計図面
確認項目一覧表　等

　実施設計図書
（配置、平面、立面、
断面、構造、設備の
図面等及び計算書）

報告①（基本設計図、各項目の確認）

確認②
＜実施設計の確認＞

各設計図面
確認項目一覧表　等

照査等報告書作成

報告③（成果品の確認）

成果品提出・検査

注記　　 １）　予定価格が1千万円以上の建築関係の建設コンサルタント業務を対象とする。
　　　　　 ２）　確認①は基本設計図面作成後、確認②は実施設計図面作成後、確認③は成果品完成後の時期を
　　　　　　　　 原則とする。
      　    ３）   設計内容が簡易なものについて、①②を同時に行うことが適正であると思われる場合は、監督員と
　　　　　　　　 協議のうえ確認の時期を決定する。
　　　　 　４）　工程に関わる確認・報告①②③の時期は、業務計画書提出時の打合せにより設定する。
　　　　 　５）　第三者照査者は、それぞれの報告①②③提出時に、発注者の求めに応じて立会い、内容確認の
　　　　　　　　 状況について、説明すること。

受　注　者

入　札

低入札調査
<要領に基づく資料の

提出>
様式１～９

<通知内容の確認>

第　三　者

確約書の提出
様式９（発注機関の長

に提出）

確認事項・確認
方法の協議調整

契約

報告②（実施設計図、各項目の確認）

設計書、数量計
算、見積調書　等

確認③
＜成果品の確認＞
積算調書、成果品

確認項目一覧表　等

第三者照査等の実施
（基本設計完了後）

※ 実施計画書の提出

第三者照査等の実施
（実施設計完了後）

※ 照査等報告書の提出

第三者照査等の実施
（成果品完成後）

※ 照査等報告書の提出
（第三者照査等に要した契約書及び領収書の写しを添付）

主な業務の流れ
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